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１【提出理由】

　2026年６月29日開催の当社第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年６月29日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　株式会社CIW分割準備会社Aとの吸収分割契約承認の件

　　　　　　　2026年10月１日（予定）を効力発生日として、当社の人材紹介事業及び採用支援事業に関する一切

　　　　　　の権利義務（ただし、吸収分割契約において承継対象権利義務から除外されるものを除きます。）

　　　　　　を、当社の完全子会社である株式会社CIW分割準備会社Aに承継させる吸収分割の内容を承認するもの

　　　　　　であります。

 

第２号議案　株式会社CIW分割準備会社Bとの吸収分割契約承認の件

　　　　　　　2026年10月１日（予定）を効力発生日として、当社のメディア&ソリューション事業に関する一切

　　　　　　の権利義務（ただし、吸収分割契約において承継対象権利義務から除外されるものを除きます。）

　　　　　　を、当社の完全子会社である株式会社CIW分割準備会社Bに承継させる吸収分割の内容を承認するもの

　　　　　　であります。

 

第３号議案　定款一部変更の件

　2026年10月１日（予定）を効力発生日としたグループ内組織再編の実施に伴い、当社の事業目的に

適合させるため、現行定款第２条（目的）の変更を行うものであります。また、今後の事業内容の拡

大及び新たな事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加し、号文の新設に伴

う号数の繰り下げを行うものであります。

 

第４号議案　取締役７名選任の件

　取締役として、澤岻宣之、吉川拓朗、永井晃司、雨宮玲於奈、水谷翠、三木寛文及び河野弘を選任

するものであります。

 

第５号議案　監査役１名選任の件

　　　　　　　監査役として、藤森健也を選任するものであります。

 

第６号議案　会計監査人選任の件

　会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 44,700 66 － （注）１ 可決　99.85

第２号議案 44,697 69 － （注）１ 可決　99.85

第３号議案 44,702 64 － （注）１ 可決　99.86

第４号議案    

（注）２

 

澤岻　宣之 44,665 101 － 可決　99.77

吉川　拓朗 44,665 101 － 可決　99.77

永井　晃司 44,664 102 － 可決　99.77

雨宮　玲於奈 44,661 105 － 可決　99.77

水谷　翠 44,662 104 － 可決　99.77

三木　寛文 44,662 104 － 可決　99.77

河野　弘 44,658 108 － 可決　99.76

第５号議案    
（注）２

 

藤森　健也 42,677 2,089 － 可決　95.33

第６号議案 44,674 82 － （注）２ 可決　99.82

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

　　　２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び

棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以　上
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